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開催回等 開催日時 主な審査等の内容

平成 29 年
12 月 20 日㈬

・百谷孝浩議員に対する資格決定
要求書が議員から提出され、資
格審査特別委員会が設置される

定例会 12 月 22 日㈮ 
10：00

・資格決定を要求した議員が、資
格決定要求書を朗読

・百谷議員の弁明を受ける
・資格審査特別委員会の委員７人

を選任し、百谷議員の議員資格
決定の審査に関する調査を資格
審査特別委員会に付託すること
に決定

・第１回資格審査特別委員会にお
いて、委員長及び副委員長の互
選が行われ、松井委員長、笠原
副委員長を選出したことを報告

・百条調査権を資格審査特別委員
会に委任することを決定

                         
第１回

平成 29 年
12 月 22 日㈮

12：29

・正・副委員長互選
・百条調査権を委任されるよう、委

員会提出決議案第１号
　「資格審査特別委員会の調査に関

する決議」を決定

第 2 回 12 月 22 日㈮
14：01

・河南町議会の議員資格問題事例
の確認について

第 3 回
平成 30 年
1月 9 日㈫

14：29

・本委員会の傍聴の取り扱いにつ
いて

・本委員会の今後の進め方について
・提出を求める記録について

第 4 回 1月15 日㈪
14：09

・記録及び弁明内容の調査について
・島泉の借家への実地調査について

第 5 回 1月19 日㈮
12：57

・島泉の借家への実地調査
　（委員全員により、島泉の借家へ

の実地調査を実施）
・実地調査の報告について

第 6 回 1月 22 日㈪
10：01

・実地調査の結果に基づく検証に
ついて

・近隣調査について

第 7 回 1月 29 日㈪
10：04

・近隣調査の報告について
　（正・副委員長及び委員１名によ

り、 近隣調査は１月 25 日 ( 木 )  
に実施）

・公共料金等の調査報告について

開催回等 開催日時 主な審査等の内容

第 8 回
平成 30 年
2 月 6 日㈫

14：02

・証人尋問の質問項目について
・証人尋問の質問の分担について
・百谷孝浩議員への証人尋問につ

いて

第 9 回 2 月16 日㈮
10：06

・証人尋問の質問項目の確認につ
いて

・証人尋問における各委員の質問
順について

第10 回 2 月19 日㈪
13：58 ・百谷孝浩議員の証人尋問

第11回 2 月 26 日㈪
15：58

・証人尋問における証言と提出され
た記録等との整合確認について

・百谷孝浩議員に委員外議員とし
て出頭を求め聴取

第12 回 3 月 5 日㈪
13：00

・百谷孝浩議員の証人尋問
・提出を求める記録について
・百谷孝浩議員の妻の証人尋問に

ついて

第13 回 3 月18 日㈰
15：58 ・百谷孝浩議員の妻の証人尋問

第14 回 3 月 26 日㈪
13：58 ・不整合事項の確認について

第15 回 4 月 9 日㈪
14：15 ・不整合事項の確認について

第16 回 4 月17 日㈫
10：48

・不整合事項の確認について
・資格決定書の内容について

第17 回 5 月10 日㈭
14：35

・弁護士相談の結果について
・審査報告書（案）について

臨時会
平成 30 年
5 月 22 日㈫

10：00

・資格審査特別委員会の報告を委
員長が行う

・百谷議員の弁明を受ける
・百谷議員を除く出席議員（議長

含む 15 名）全員が議員資格な
しの委員会報告に賛成する

・議員の資格を有しないと決定さ
れたため百谷議員は同日失職と
なった

資格審査特別委員会
委 員 長 松井　康夫
副委員長 笠原　由美子
委 員 竹本　真琴

金銅　宏親
笹井　喜世子
若林　信一
上薮　弘治

資格審査特別委員会　審査の経過
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に
つ
い
て
審
査
を
行
い
ま
し
た
。

　
そ
し
て
、
5
月
10
日
に
開
催
さ
れ
た
第

17
回
資
格
審
査
特
別
委
員
会
で
、
今
ま
で

の
審
査
を
も
と
に
、
百
谷
孝
浩
議
員
の
全

生
活
の
中
心
は
羽
曳
野
市
に
は
な
く
、
藤

井
寺
市
に
あ
る
の
で
被
選
挙
権
を
有
し
な

い
と
の
審
査
報
告
書
（
案
）
を
委
員
全
員

の
賛
成
の
も
と
決
定
し
、
議
長
に
報
告
さ

れ
ま
し
た
。
報
告
を
受
け
た
議
長
は
議

会
運
営
委
員
会
の
議
決
を
経
て
、
法
第

1
0
1
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
市

長
に
対
し
羽
曳
野
市
議
会
臨
時
会
を
招
集

す
る
よ
う
請
求
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
市

長
が
羽
曳
野
市
議
会
臨
時
会
を
5
月
22
日

に
招
集
さ
れ
ま
し
た
。

　
羽
曳
野
市
議
会
臨
時
会
で
は
、
資
格
審

査
特
別
委
員
会
委
員
長
か
ら
「
被
選
挙
権

を
有
し
な
い
」
と
の
委
員
会
審
査
報
告
書

（
資
格
決
定
書
（
案
））
が
読
み
上
げ
ら
れ
、

報
告
さ
れ
ま
し
た
。
百
谷
孝
浩
議
員
の
弁

明
を
受
け
た
後
、
採
決
を
行
っ
た
結
果
、

退
席
と
な
っ
た
百
谷
孝
浩
議
員
を
除
く
出

　
百
谷
氏
本
人
が
居
住
実
態
が
あ
っ
た

と
主
張
す
る
羽
曳
野
市
島
泉
の
借
家
に
、

今
回
の
羽
曳
野
市
議
会
議
員
一
般
選
挙

の
基
準
日
以
前
に
、
生
活
の
拠
点
が
引
き

続
き
３
箇
月
以
上
あ
っ
た
か
ど
う
か
を
、

①
借
家
の
光
熱
水
費
の
使
用
量
か
ら
判

断
さ
れ
る
生
活
実
態
状
況
②
借
家
の
賃

借
及
び
そ
の
後
の
入
居
状
況
③
所
有
マ

ン
シ
ョ
ン
及
び
借
家
の
状
況
の
３
点
を

検
討
項
目
と
し
て
検
討
を
行
い
、
評
価
・

判
断
を
行
い
ま
し
た
が
、
そ
の
全
て
に

お
い
て
、「
借
家
で
の
継
続
的
な
生
活
は

認
め
ら
れ
な
い
」
と
い
う
結
果
で
あ
り

ま
し
た
。
確
認
し
た
状
況
及
び
客
観
的

事
実
を
総
合
的
に
鑑
み
て
、
生
活
に
最

も
関
係
の
深
い
一
般
的
生
活
、
全
生
活

の
中
心
は
藤
井
寺
市
の
所
有
マ
ン
シ
ョ

ン
で
あ
り
、
羽
曳
野
市
の
借
家
は
専
ら

政
治
活
動
や
選
挙
活
動
の
た
め
の
「
一

時
的
な
滞
在
」
に
過
ぎ
ず
、
生
活
の
本

拠
た
る
実
態
を
具
備
し
て
い
た
と
は
認

め
ら
れ
な
い
。
と
判
断
し
、
被
選
挙
権

を
有
し
な
い
と
決
定
し
ま
し
た
。

　
こ
の
決
定
を
受
け
、
百
谷
孝
浩
議
員

は
羽
曳
野
市
議
会
議
員
を
失
職
と
な
り

ま
し
た
。

　
な
お
、
百
谷
孝
浩
氏
は
、
羽
曳
野
市

議
会
の
資
格
決
定
を
不
服
と
し
て
、
大

阪
府
知
事
に
審
査
の
申
立
て
を
行
っ
て

い
ま
す
。

席
議
員
（
議
長
含
む
15
名
）
全
員
の
賛
成

に
よ
り
、「
被
選
挙
権
を
有
し
な
い
た
め
、

議
員
の
資
格
は
有
し
な
い
」
と
決
定
し
ま

し
た
。

　
資
格
審
査
特
別
委
員
会
の

設
置
及
び
審
査
経
過
　

　
本
件
は
、
平
成
29
年
９
月
10
日
の
羽
曳

野
市
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
い
て
、
市

民
か
ら
、「
百
谷
氏
が
羽
曳
野
市
で
は
居

住
実
態
が
な
い
た
め
、
議
員
に
な
る
資
格

を
有
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
」
と
の

訴
え
が
、
電
子
メ
ー
ル
等
を
介
し
て
、
本

市
議
会
へ
寄
せ
ら
れ
た
こ
と
に
端
を
発
し

ま
す
。

　
本
市
議
会
と
し
て
、
そ
の
訴
え
の
真
相

を
究
明
し
説
明
責
任
を
果
た
す
た
め
、
先

ず
、
幹
事
長
会
議
に
お
い
て
慎
重
に
調
査

を
行
っ
た
結
果
、「
百
谷
孝
浩
議
員
は
被

選
挙
権
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
」
と
判
断

し
、
平
成
29
年
12
月
12
日
に
開
催
さ
れ
ま

し
た
平
成
29
年
第
４
回
定
例
会
第
４
日
目

に
お
い
て
「
百
谷
孝
浩
議
員
に
対
す
る
議

員
辞
職
勧
告
決
議
」
を
全
会
一
致
で
可
決

し
ま
し
た
。

　
百
谷
議
員
は
、
こ
の
辞
職
勧
告
決
議
に

従
わ
ず
、
市
議
会
議
員
の
職
を
辞
す
る
こ

と
な
く
議
員
活
動
を
続
け
る
意
向
を
表
明

し
た
こ
と
か
ら
、
議
員
資
格
の
有
無
を

議
会
に
お
い
て
決
定
す
る
こ
と
を
求
め

る
「
資
格
決
定
要
求
書
」
が
、
昨
年
の
12

月
20
日
に
松
井
・
笹
井
・
上
薮
・
笠
原
・

金
銅
の
各
議
員
か
ら
議
長
あ
て
に
提
出
さ

れ
、
資
格
審
査
特
別
委
員
会
が
設
置
さ
れ

ま
し
た
。

　
こ
の
要
求
書
を
受
け
、
12
月
22
日
の
本

会
議
に
お
い
て
、
7
人
の
委
員
か
ら
な
る

資
格
審
査
特
別
委
員
会
に
「
羽
曳
野
市
議

会
百
谷
孝
浩
議
員
の
議
員
資
格
決
定
の
審

査
に
関
す
る
調
査
」
を
付
託
す
る
と
と
も

に
、地
方
自
治
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）

第
1
0
0
条
第
１
項
の
権
限
（
1
0
0
条

調
査
権
）
を
委
任
し
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、
資
格
審
査
特
別
委
員
会
で
は

計
17
回
５
か
月
間
に
わ
た
り
会
議
を
開
催

し
、
百
谷
孝
浩
議
員
の
議
員
資
格
の
有
無

百
谷
孝
浩
議
員
に
対
す
る
資
格
決
定

「
議
員
の
資
格
を

有
し
な
い
」と
決
定

委員会審査報告書（抜粋）
　 本委員会に付託された百谷
孝浩議員の議員資格決定につ
いて、審査の結果、別紙資格決
定書案のとおり決定したので、
羽曳野市議会会議規則第109
条の規定により報告します。

平成30年5月10日
 （以下略）

資格決定書
資格の決定を求めた議員

　　　　　　松井康夫　笹井喜世子　上薮弘治
　　　　　　笠原由美子　金銅宏親

資格の決定を求められた議員
　　　　　　百谷孝浩

百谷孝浩議員の議員資格の有無について、次の
ように決定する。

　　　１　決定　被選挙権を有しない。
　　　２　理由　別紙のとおり

平成30年5月22日
羽曳野市議会

平成29年12月20日

羽曳野市議会議長　樽井佳代子　殿
　　羽曳野市議会議員　松井康夫　笹井喜世子
　　　　　　　　　　　上薮弘治　笠原由美子
　　　　　　　　　　　金銅宏親

資格決定要求書（抜粋）
　下記議員の議員資格の有無を議会において決定さ
れるよう、羽曳野市議会会議規則第147条の規定によ
り、別紙証拠書類を添え要求します。

（以下略）

議
員
の
資
格
を

有
し
な
い
と
し
た
理
由


